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　あけましておめでとうございます。
　昨年度は、住民のみなさまのご協力により円滑な公民館運営が出来たことを感謝申しあげます。
　世の中に目を向けると、国際情勢の緊張、円安・物価高等の生活圧迫等の先行き不安が広がる中、鳥取選出の石破議員が総理大臣に選任等の地元としては嬉しいニュースもありました。
　そのなかで、住民生活に最も近い団体として、今年もみなさまの理解・協力を得ながら公民館運営に努めます。

　【最重点の活動方針】
○住民向け配布物等のDX化推進
①役員の負担軽減策として、配布物のDX化を広く住民に普及し配布物のペー
パーレス化を図り、配布作業の軽減を図る。
②福庭公民館ホームページを作成することにより、従来の回覧情報及び公民館
固有の情報（行事報告、規約、会計情報、役員会の情報等）をリアルタイムで
情報提供出来る環境を整備する。

[bookmark: _Hlk186376077]【通常の活動】
〇新公民館の利活用
　公民館の運営方法については、「福庭公民館の管理運営規程」を作成し、多くの方の利用をいただきました。
　その柱になるポイントは、①住民の方がいつでも自由に利用できるよう、原則９時から５時まで解放して住民の利便性向上を計る。②住民はもちろんのこと事業協力金をいただいて事業所にも無料で利用いただく。この公民館は、光ネットワークと接続されており、Wi-fiも利用な環境が整っているので、各種研修会等にも利用可能です。
○役員会における班長さんの役割
　毎月開催予定の役員会は、総会に続く第２の議決機関であり、住民の声を公民館活動に反映できる重要な機関です。
　各班長さんには、日頃より班内の住民とのコミュニケーションをはかり、その声を積極的に発言していただくよう期待します。
　福庭公民館は、４２８世帯（住民約１３００人）の大所帯であることから、班活動が公民館活動の重要な要素になります。

○役員会等での協議内容の透明化
福庭自治公民館は、公民館建設の際に地縁団体として法人登録しました。
これを受けて可能な限り協議内容を記録に残し、住民の方に開示する努力をします。また、執行部の運営に係る考え方、住民から受けた要望及びその対応内容についても文書化し回覧することにより自治会運営の透明化を図ります。


〇災害時（地震、風水害、大雪等）における共助精神の醸成
　災害発生時の自主防災組織としての活動を強化し、「共助」精神の醸成を図ります。
具体的には、①災害発生時に公民館を避難所として開放し、その運営を図る。②大雪時の通学路、生活道路確保のため、除雪機（地区公民館からの貸借）を活用して、共助の体制を構築する。等


【将来の活動】

○役員負担軽減のための施策　
　将来的には、公民館に主事（会計業務、配布物の仕分け、公民館管理等を担当）を配置することにより、会計担当、総務担当役員の負担を軽減する。
　そのための財源確保の検討を行う。
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